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教育研究に要する経常的経費

（ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究ｾﾝﾀｰ）

“募金要項”

法政大学

イノベーション・マネジメント研究センター

http://www.hosei.ac.jp/index.html
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イノベーション・マネジメント研究センター

デポジット・ライブラリー施設充実寄付金

募金の趣旨

法政大学イノベーション・マネジメント研究センターは、官公庁、シンクタ

ンク、企業及び学術研究機関の発行する資料収集を目的として、ハーバード大

学のベーカー・ライブラリーを模範として設立されました。本研究センターの

前身は、1986 年に設立された法政大学産業情報センターであり、ミクロ経済

とマクロ経済の中間をつなぐメソ（meso）経済の研究拠点として、地域と産業

そして企業と大学を結ぶ役割を果たして参りました。

イノベーション・マネジメント研究センターは、デポジット・ライブラリー

に加えて、企業団体・公的組織からの受託研究、国際シンポジウムの開催、学

術雑誌『イノベーション・マネジメント』（英文タイトル、Journal of Innovation

Management）の刊行、研究成果の出版、セミナーの開催など、国際的な研究拠

点として多彩な活動を行っています。

研究機関・企業・個人から寄託された書籍の受け入れは、すでに２５万冊を

超え、日本でも有数の経済・産業・経営に関するアーカイブとして、各界の高

い評価を得ております。2005 年度には大学予算を得て、図書管理システムの

リプレイスを行い、書籍のアーカイブのみではなく、電子情報のアーカイブへ

と新たな飛躍を遂げようとしております。

電子情報のアーカイブが進展しても、なお当面は紙媒体による情報の伝達と

保存が重要な課題となることは論をまちません。イノベーション・マネジメン

ト研究センターには限られた書庫スペースしかなく、今後、数年で書庫が満杯

になることが予想されます。こうした情況を打開するために、書庫スペース確

保のための資金を集めるべく、みなさまの募金をお願いする次第です。

イノベーション・マネジメント研究センターは千代田区富士見法政大学市ヶ

谷キャンパス内に立地しております。その立地の利便性を維持しつつ、より多

くの研究者・ビジネスパースン・学生のみなさんが、情報収集と人脈形成の基

点として本研究センターを気軽に利用してもらえるように、設備とサービスの

向上に努めたいと存じます。

2007 年９月５日
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募金要項（法人）
１．対象事業

対象事業：イノベーション・マネジメント研究センターへの寄付

２．募金の種類

一口の金額はとくに定めておりません。

３．募集期間

２００５年１月より、継続して募集しております。

４．募金申込および払込方法

この寄付金については、法人税法により減免税の措置を受けることができ

ますので、「寄付金に対する免税措置」欄をご参照ください。

(1)寄付金の減免税の手続上、日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業

団」という）あてに指定寄付の申込手続をする必要がありますので、

本学あての「寄付申込書」および事業団指定の「寄付申込書」にご記

入のうえ、両方とも大学宛返信用封筒でお送りください。

(2)払込は、「寄付金払込用紙（法人用）」に必要事項をご記入のうえ、お

払い込みください。

―分割振込の取扱について―

寄付金申込の際、分割振込の取扱をしております。「寄付金払込用紙」および

「寄付金申込書（法人）」にご記入いただければ、次回の振込月までに払込用

紙をお送りいたします。

《寄付金に対する免税措置について》

法人からの寄付金につきましては、法人税法第37 条第3 項第2 号に基づいて、

寄付金額が、当該事業年度の損金に算入されます。損金算入にあたっては、次

の指定寄付金と特定寄付金による方法があり、どちらかを選択することになり

ます。
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《指定寄付金》

この寄付金につきましては、本学への「指定寄付金」として、寄付金の全額を

決算時に損金として算入することができます。

事業団宛の寄付申込書を大学に提出していただきますと、大学で手続のうえ、

事業団発行の免税寄付金としての領収書「寄付金受領書」を大学よりご送付い

たします。

この領収書により、寄付金の金額を損金に算入することができます。

【寄付者】 【法政大学】 【日本私立学校振興・
共済事業団】

●寄付申込書の送付

●寄付金の払い込み

●寄付申込書のとりまとめ

●寄付金の払い込み

●寄付申込書の受理

●寄付金の受理

●寄付金預り書 受理 ●寄付金預り書 発行

●寄付金受領書 受理

（事業団領収書）

●寄付金受領書 送付

（事業団領収書）

●寄付金受領書 交付

※事務処理上の時間を要しますので、損金処理を当該決算期日に間違いなく行うために、

少なくとも決算日の1 ヶ月前までに、寄付金をお振込みくださるようお願いいたします。

《特定寄付金》

一般寄付金の損金算入限度額と別枠でこれと同額まで損金として算入できます。

損金算入は、本学発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書（写）」によ

って手続をすることができます。どちらの書類も、寄付金が本学に入金され次

第、お送りいたします。（※詳細につきましては、下記までお問い合わせください。）

お問い合わせ

法政大学イノベーション・マネジメント研究センター事務室

〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1

TEL:03-3264-9421 FAX:03-3264-4690

以上


